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目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 推進計画等（第８条・第９条） 

第３章 歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の推進（第10条― 

第21条） 

第４章 財政上の措置（第22条） 

付則 

 

食べることは、生きることである。最後まで人としての尊厳を保持

しながら、生涯にわたり心身ともに健康で、質の高い生活を送るため

には、自分の歯で噛
か

んで食べることが大切であり、何よりも噛
か

める歯

をいつまでも保つことが重要である。 

歯と口腔
くう

の健康は、むし歯や歯周病の予防だけでなく、糖尿病等の

生活習慣病の予防に寄与するなど、全身の健康の保持や増進に大きな

役割を果たしている。 

本県では、これまで全国に先駆けて県民の歯と口腔
くう

の健康づくりに
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（目的） 

第１条 この条例は、歯および口腔
くう

の健康を保持し、もしくは増進し、

またはその機能を維持し、もしくは向上させる取組（以下「歯およ

び口腔
くう

の健康づくり」という。）が、県民の全身の健康の保持および

増進に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯および口腔
くう

の健康

取り組んできたが、高齢者人口の増加等の県民を取り巻く社会環境の

大きな変化に伴い、在宅歯科医療の推進、障害者の歯科保健医療の充

実、医科と歯科との連携等に向けての対策の充実が求められている。 

私たちは、県民一人ひとりが、歯と口腔
くう

の健康づくりの重要性を理

解し、主体的に歯と口腔
くう

の健康づくりに取り組むとともに、県民誰も

が、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じた歯科検診や歯

科保健指導等の歯と口腔
くう

の健康に関するサービスを受けることができ

る環境が整備されることにより、全ての県民が人としての尊厳を保持

しながら健康寿命の延伸を図り、生涯にわたり心身ともに健康で質の

高い生活を営むことができるよう、歯と口腔
くう

の健康づくりを推進して

いくことを決意し、ここに滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくりの推進に

関する条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この条例は、歯および口腔
くう

の健康を保持し、もしくは増進し、

またはその機能を維持し、もしくは向上させる取組（以下「歯およ

び口腔
くう

の健康づくり」という。）の推進に関し、基本理念を定め、な

らびに県の責務および県民等の役割を明らかにするとともに、歯お
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づくりの推進に関し、基本理念を定め、ならびに県の責務および県

民等の役割を明らかにするとともに、歯および口腔
くう

の健康づくりに

関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯および口腔
くう

の

健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって県民

が生涯にわたり健康で豊かに生活できる社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

 

 （基本理念） 

第２条 歯および口腔
くう

の健康づくりは、県民一人ひとりが、歯および

口腔
くう

の疾患（以下「歯科疾患等」という。）を早期に発見し、早期に

治療を受けることを促進するとともに、日常生活において歯科疾患

等の予防その他歯および口腔
くう

の健康づくりに主体的に取り組むこと

を旨として推進されなければならない。 

 

 

２ 歯および口腔
くう

の健康づくりは、それぞれの年齢階層等における口

腔およびその機能の状態ならびに歯科疾患等の特性に応じて、適切

かつ効果的に行うことを旨として推進されなければならない。 

 

 

よび口腔
くう

の健康づくりに関する施策の基本となる事項を定めること

により、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって県民が人としての尊厳を保持しながら健康寿命

の延伸を図り、生涯にわたり心身ともに健康で質の高い生活を営む

ことができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

 

 （基本理念） 

第２条 歯および口腔
くう

の健康づくりは、歯および口腔
くう

の健康が全身の

健康を保持し、または増進していくために大きな役割を果たしてい

るという認識の下に、県民一人ひとりが、歯および口腔
くう

の疾患（以

下「歯科疾患等」という。）を早期に発見し、早期に治療を受けるこ

とを促進するとともに、日常生活において歯科疾患等の予防その他

歯および口腔
くう

の健康づくりに主体的に取り組むことを旨として推進

されなければならない。 

２ 歯および口腔
くう

の健康づくりは、乳幼児期から高齢期までのそれぞ

れの時期に応じた口腔
くう

およびその機能の状態ならびに歯科疾患等の

特性に応じて、適切かつ効果的に行うことを旨として推進されなけ

ればならない。 
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３ 歯および口腔

くう

の健康づくりは、全ての県民がその居住する地域に

かかわらず生涯にわたり歯科に係る検診（健康診査および健康診断

を含む。以下「歯科検診」という。）、歯科保健指導、口腔
くう

に係る健

康相談その他の歯および口腔
くう

の健康づくりに関するサービス（以下

「健康サービス」という。）を円滑に受けることができる環境の整備

を図ることを旨として推進されなければならない。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的に策定

し、および計画的に実施するものとする。 

２ 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の策定および実施

に当たり、県民、市町その他の関係者との連携に努めるとともに、

県民、市町その他の関係者に対し、情報の提供、助言その他の必要

な支援を行うものとする。 

３ 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに市町が果たす役割の重要性に

鑑み、市町が歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を策定し、お

よび実施するときは、必要な情報の提供、助言、支援または調整を

行うものとする。 

 

３ 歯および口腔
くう

の健康づくりは、全ての県民が生涯にわたり歯科に

係る検診（健康診査および健康診断を含む。以下「歯科検診」とい

う。）、歯科保健指導、口腔
くう

に係る健康相談その他の歯および口腔
くう

の

健康づくりに関するサービス（以下「歯科保健サービス」という。）

ならびに歯科医療を円滑に受けることができる環境の整備を図るこ

とを旨として推進されなければならない。 

 

（県の責務） 

第３条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）に

のっとり、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的に策定

し、および計画的に実施するものとする。 

２ 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の策定および実施

に当たり、県民、市町その他の関係者に対し、情報の提供、助言そ

の他の必要な支援を行うものとする。 

 

（第７条に移動） 
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
（県民の役割） 

第４条 県民は、基本理念にのっとり、歯および口腔
くう

の健康づくりに

関する知識および理解を深め、生涯にわたって日常生活において自

ら歯科疾患等の予防に向けた取組を主体的に行うよう努めるものと

する。 

２ 県民は、基本理念にのっとり、定期的に歯科検診を受け、および

必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯および口腔
くう

の健

康づくりに努めるものとする。 

３ 県民は、県が実施する歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策に

協力するよう努めるものとする。 

 

 （歯科医療等業務従事者等の役割） 

第５条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療または

歯科保健指導に係る業務に従事する者（以下「歯科医療等業務従事

者」という。）は、基本理念にのっとり、歯および口腔
くう

の健康づくり

に資するように、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する知識の普及啓

発を行い、良質かつ適切な歯科医療または歯科保健指導を提供する

よう努めるものとする。 

 

 

（県民の役割） 

第４条 県民は、基本理念にのっとり、歯および口腔
くう

の健康づくりに

関する知識および理解を深め、生涯にわたり日常生活において自ら

歯科疾患等の予防に向けた取組を主体的に行うよう努めるものとす

る。 

２ 県民は、基本理念にのっとり、定期的に歯科検診を受け、および

必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯および口腔
くう

の健

康づくりに努めるものとする。 

３ 県民は、県が実施する歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策に

協力するよう努めるものとする。 

 

 （歯科医療等関係者等の役割） 

第５条 歯科医療等関係者（歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その

他の歯科医療または歯科保健指導に関する職務に従事する者をい

う。以下同じ。）は、基本理念にのっとり、歯および口腔
くう

の健康づく

りに資するように、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する知識の普及

啓発を行い、良質かつ適切な歯科医療または歯科保健指導を提供す

るよう努めるものとする。 

２ 保健医療関係者（保健および医療に関する職務に従事する者（歯

科医療等関係者を除く。）をいう。第５項において同じ。）は、医科
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および歯科における予防および治療の連携、情報の共有等により、

歯科疾患等の予防その他歯および口腔
くう

の健康づくりに努めるものと

する。 

３ 教育関係者（教育および保育に関する職務に従事する者をいう。第

５項において同じ。）は、幼児、児童、生徒等の歯および口腔
くう

の健康

状態に注意し、フッ化物洗口（フッ化ナトリウム等を含む溶液を用

いて口腔
くう

内を洗浄するこという。以下同じ。）、歯磨きその他歯およ

び口腔
くう

の健康づくりに関する取組の実施により、当該幼児、児童、

生徒等の歯科疾患等の予防その他歯および口腔
くう

の健康づくりに努め

るものとする。 

４ 社会福祉関係者（社会福祉に関する職務に従事する者をいう。次

項において同じ。）は、介護、介助等を通じて、障害者、高齢者等の

歯および口腔
くう

の健康状態に注意し、当該障害者、高齢者等の歯科疾

患等の予防その他歯および口腔
くう

の健康づくりに努めるものとする。 

５ 歯科医療等関係者および保健医療等関係者（保健医療関係者、教

育関係者および社会福祉関係者をいう。以下同じ。）ならびに保健医

療等団体（保健、医療、教育および社会福祉の業務を行う団体をい

う。以下同じ。）は、相互に緊密な連携協力を図りながら、県が実施

する歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策に協力するよう努める

ものとする。 
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２ 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に対する歯

科検診および歯科保健指導（以下「歯科検診等」という。）の機会の

確保その他雇用する労働者に対する歯および口腔
くう

の健康づくりに関

する取組を推進するよう努めるものとする。 

３ 医療保険者(介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第７項に

規定する医療保険者をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとり、

被保険者（同条第８項に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。）

に対する歯科検診等の機会の確保その他被保険者に対する歯および

口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。 

 

４ 歯科医療等業務従事者、事業者および医療保険者は、県が実施す

る歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 

（再掲） 

 第３条 

 

 

 

（事業者および医療保険者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者に対す

る歯科保健サービスの提供を受ける機会の確保その他雇用する労働

者に対する歯および口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう

努めるものとする。 

２ 医療保険者(介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第７項に

規定する医療保険者をいう。以下同じ。)は、基本理念にのっとり、

被保険者（同条第８項に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。）

に対する歯科保健サービスの提供を受ける機会の確保その他被保険

者に対する歯および口腔
くう

の健康づくりに関する取組を推進するよう

努めるものとする。 

３ 事業者および医療保険者は、県が実施する歯および口腔
くう

の健康づ

くりに関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

（市町との連携等） 

第７条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに市町が果たす役割の重要

性に鑑み、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の推進に当たっ

ては、歯科保健サービスの提供を行っている市町および保健医療等

団体との連携および協力を行うものとする。 
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
３ 県は、歯および口腔

くう

の健康づくりに市町が果たす役割の重要性に

鑑み、市町が歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を策定し、お

よび実施するときは、必要な情報の提供、助言、支援または調整を

行うものとする。 

 

 

 

（推進計画） 

第６条 知事は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための計画（以下「推進計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 推進計画は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な方針な

らびに歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の目標および具体的

な内容について定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

２ 県は、歯科保健サービスの提供を行っている市町が歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を策定し、および実施するときは、必要

な情報の提供、助言、支援または調整を行うものとする。 

 

 

第２章 推進計画等 

 

（推進計画） 

第８条 知事は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るための計画（以下「推進計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 歯および口腔
くう

の健康づくりに関する基本的な方針 

(2) 歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の目標 

(3) 歯および口腔
くう

の健康づくりの推進に関し、県が総合的かつ計画

的に講ずべき施策の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、歯および口腔
くう

の健康づくりに関す

る施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、県民、市町

および歯科医療等関係者の意見を反映することができるよう必要な
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
 

３ 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、健康サービ

スに関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

 

４ 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

５ 知事は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の進捗状況を踏

まえ、おおむね５年ごとに、推進計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを変更するものとする。 

６ 第３項および第４項の規定は、推進計画の変更について準用する。 

 

（実施状況の公表） 

第７条 知事は、毎年度、推進計画に基づく施策の実施状況の概要を

取りまとめ、これを公表しなければならない。 

 

 

 

 （定期歯科検診の受診等の促進） 

第８条 県は、歯科疾患等を予防し、口腔
くう

機能の維持向上を図るため、

県民が、その年齢階層等に応じて、定期的に歯科検診を受け、およ

措置を講じなければならない。 

４ 知事は、推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、歯科保健サ

ービスに関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 

５ 知事は、推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

６ 知事は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の進捗状況を踏

まえ、おおむね５年ごとに、推進計画に検討を加え、必要があると

認めるときは、これを変更するものとする。 

７ 第３項から第５項までの規定は、推進計画の変更（軽微な変更を

除く。）について準用する。 

 

（実施状況の公表） 

第９条 知事は、毎年度、推進計画に基づく施策の実施状況の概要を

取りまとめ、これを公表しなければならない。 

 

第３章 歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策の推進 

 

 （定期歯科検診の受診等の促進） 

第10条 県は、歯科疾患等を予防し、口腔
くう

機能の維持向上を図るため、

県民が、生涯にわたり日常生活において自ら歯科疾患等の予防その
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
び必要に応じて歯科保健指導を受けることが促進されるよう必要な

措置を講ずるものとする。 

 

 

 

（歯科検診等の機会の確保等） 

 

第９条 県は、身体上または精神上の障害があるため常時または随時

の介護を要する状態にある者その他の者であって歯科検診等を受け

ることが困難な状況にあるものについて、定期的または必要に応じ

て歯科検診等を受けることができる機会を確保し、および提供する

ための環境の整備その他の措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

他歯および口腔
くう

の健康づくりに向けた主体的な取組を行うととも

に、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じて、定期的に

歯科検診を受け、および必要に応じて歯科保健指導を受けることが

促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（配慮を必要とする障害者等の歯科保健サービス等の機会の確保

等） 

第11条 県は、障害者または障害児が、歯科疾患等に対する治療その

他歯および口腔
くう

の健康づくりについて歯科医師から日常的に相談、

指導等の支援を受けることができる体制の整備を促進するととも

に、定期的または必要に応じて歯科保健サービスおよび歯科医療を

受けることができる機会を確保し、ならびに提供するための環境の

整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、障害者または障害児が定期的または必要に応じて歯科保健

サービスおよび歯科医療を円滑に受けることができるよう、当該障

害者または当該障害児の保護者に対し、歯科疾患等に対する治療そ

の他歯および口腔
くう

の健康づくりに関する理解を深めるための研修の

実施および普及啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 
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２ 県は、前項に定めるもののほか、全ての県民がその居住する地域

にかかわらず等しくその状態に応じた適切な健康サービスを受ける

ことができる機会を確保し、および提供する環境の整備その他の措

置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （介護を必要とする高齢者等の歯科保健サービス等の提供を受ける

機会の確保等） 

第12条 県は、前条に定めるもののほか、介護を必要とする高齢者そ

の他歯科保健サービスおよび歯科医療の提供について配慮を必要と

する者が、これらの者の状態に応じた適切な歯科保健サービスおよ

び歯科医療の提供を受けることができる機会を確保し、ならびに提

供する環境の整備その他必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （在宅歯科保健サービス等） 

第13条 県は、前２条に規定する者が、医療機関等において歯科保健

サービスおよび歯科医療の提供を受けることが困難である場合に

は、居宅において歯科保健サービスおよび歯科医療を受けることが

できるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。 

(1) 居宅における歯科保健サービスおよび歯科医療の提供のための

関係者相互間の連携協力体制の整備および強化の促進 

(2) 居宅における歯科保健サービスおよび歯科医療を提供するため

の人材の確保および育成の支援 
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（学校等におけるフッ化物洗口の普及等） 

第14条 県は、幼児、児童および生徒に係る歯および口腔
くう

の健康づく

りを推進するため、保育所、幼稚園、小学校、中学校等におけるフ

ッ化物洗口および歯磨きの普及その他歯および口腔
くう

の健康づくりに

関する効果的な取組の推進のために必要な措置を講ずるものとす

る。 

２ 知事または県教育委員会は、幼稚園、小学校、中学校等において

フッ化物洗口が実施される場合には、学校保健安全法（昭和33年法

律第56号）第５条の規定による学校保健計画またはこれに準ずる計

画に位置付けて実施するように助言することその他フッ化物洗口の

円滑な実施のために必要な援助の実施に努めるものとする。 

 

（医科歯科連携の体制の構築） 

第15条 県は、糖尿病その他の人の生命および健康に重大な影響を与

えるおそれがある疾病を予防し、および改善するための施策と連携

して歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に

推進するため、医師および歯科医師ならびにこれらの者を構成員と

する保健医療等団体が相互に連携協力を図る体制の構築に努めるも

のとする。 
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
（普及啓発等） 

第10条 県は、県民が歯および口腔
くう

の健康づくりについての関心およ

び理解を深め、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する取組を主体的に

行う意欲を高めるため、学校、家庭、地域、職域その他の様々な場

において、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する知識に関する普及啓

発、多様な学習の機会の提供、相談体制の整備その他必要な措置を

講ずるものとする。 

 

 

 

 

（調査研究等） 

第11条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、歯および口腔
くう

の健康づくりの方策ならびに

歯および口腔
くう

の健康と心身の健康の保持および増進との関係に関す

る事項について、調査研究およびその成果の普及ならびに情報およ

び資料の収集、整理、分析および提供に努めるものとする。 

 

 

 

（普及啓発等） 

第16条 県は、県民が歯および口腔
くう

の健康づくりについての関心およ

び理解を深め、ならびに歯および口腔
くう

の健康づくりに向けた主体的

な取組を行う意欲を高めるため、学校、家庭、地域、職域その他の

様々な場において、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する知識ならび

に歯科疾患等の予防（生活習慣病および喫煙、食生活、運動その他

の生活習慣による歯および口腔
くう

の健康への悪影響の防止を含む。）に

向けた取組に関する普及啓発、多様な学習の機会の提供、相談体制

の整備その他県民が歯および口腔
くう

の健康づくりに向けた主体的な取

組を行う意欲を高めるために必要な措置を講ずるものとする。 

 

（調査分析等） 

第17条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、定期的に歯および口腔
くう

の健康づくりに関す

る実態について調査を行い、当該調査に係る情報および資料を分析

し、および提供するものとする。 
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（人材の育成、資質の向上等） 

第12条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、歯および口腔
くう

の健康づくりを担う人材を育

成するとともに、保健、医療、福祉、教育等に関する業務に従事す

る者その他の歯および口腔
くう

の健康づくりに関わる者に対する研修の

実施その他の資質の向上を図るための措置を講ずるものとする。 

 

（滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくり週間） 

第13条 県は、歯および口腔
くう

の健康が生涯にわたる健康の保持および

増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心お

よび理解を深め、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する自主的な取組

への意欲を高めるため、滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくり週間（以

下「健康づくり週間」という。）を設ける。 

２ 健康づくり週間は、●月●日から同月●日までとする。 

３ 県は、健康づくり週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努

めるものとする。 

 

（推進体制の整備） 

第14条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、体制の整備その他の必要な措置を講ずるも

（人材の育成、資質の向上等） 

第18条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、歯および口腔
くう

の健康づくりを担う人材を育

成するとともに、歯科医療等関係者、保健医療等関係者その他歯お

よび口腔
くう

の健康づくりに関わる者に対する研修の実施その他資質の

向上を図るための措置を講ずるものとする。 

 

（滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくり週間） 

第19条 県は、歯および口腔
くう

の健康が生涯にわたる健康の保持および

増進に欠くことのできないものであることについての県民の関心お

よび理解を深め、歯および口腔
くう

の健康づくりに向けた主体的な取組

を行う意欲を高めるため、滋賀県歯および口腔
くう

の健康づくり週間（以

下「健康づくり週間」という。）を設ける。 

２ 健康づくり週間は、11月８日から同月14日までとする。 

３ 県は、健康づくり週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努

めるものとする。 

 

（推進体制の整備） 

第20条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を総合的かつ

計画的に推進するため、体制の整備その他必要な措置を講ずるもの
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
のとする。 

 

（歯および口腔
くう

の健康づくり推進協議会） 

第 15 条 県、市町、歯科医療等業務従事者その他の歯および口腔
くう

の

健康づくりに取り組むものは、歯および口腔
くう

の健康づくりの効果的

な推進に関し必要な措置について協議するため、歯および口腔
くう

の健

康づくり推進協議会（以下「推進協議会」という。）を組織するこ

とができる。 

２ 推進協議会において協議が整った事項については、推進協議会の

構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項

は、推進協議会が定める。 

 

 

 （財政上の措置） 

第16条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を推進するた

め、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 

 

とする。 

 

（歯および口腔
くう

の健康づくり推進協議会） 

第21条 県、市町、歯科医療等関係者、保健医療等関係者、保健医療

等団体その他適当と認めるものは、歯および口腔
くう

の健康づくりの効

果的な推進に関し必要な措置について協議するため、歯および口腔
くう

の健康づくり推進協議会（以下「推進協議会」という。）を組織する

ことができる。 

２ 推進協議会において協議が整った事項については、推進協議会の

構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項

は、推進協議会が定める。 

 

第４章 財政上の措置 

 

第22条 県は、歯および口腔
くう

の健康づくりに関する施策を推進するた

め、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。 
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修正前（26.6.20時点） 修正後 
付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
付 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に策定されている滋賀県歯科保健計画は、

第８条第１項の規定により策定された推進計画とみなす。 

３ この条例の施行の際現に組織されている滋賀県生涯歯科保健推進

協議会は、第21条第１項の規定により組織された推進協議会とみな

す。 
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